
 
 
 
 

令和７年３月 26 日 

 
電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則 

の一部を改正する省令（案）等に対する意見募集の結果 
 

総務省は、電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令（案）等につ

いて、令和７年１月 18日（土）から同年２月 17日（月）までの間、意見募集を実施しました。その

結果、３件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表

します。 

 

１ 概要 

電気通信事業法（昭和 59年法律第 86 号。以下「法」といいます。）第 40条においては、電気通信事

業者が電気通信業務に関し、外国政府等との間に重要な事項を内容とする協定又は契約を締結、変更

又は廃止しようとする場合には、総務大臣の認可を要することが定められています。 

本件は、法第 40条に基づく外国政府等との協定等の認可の対象等について、電気通信事業法施行規

則、電気通信事業報告規則及び電気通信事業法関係審査基準の一部を改正するものです。 

 

２ 意見募集の結果 

総務省は、電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令（案）及び電気

通信事業法関係審査基準の一部を改正する訓令（案）を作成し、行政手続法（平成５年法律第 88 号）

に基づき、令和７年１月 18日（土）から同年２月 17日（月）までの間、意見募集を行いました。 

意見募集の結果、３件の意見提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方

は、別紙１のとおりです。 

 

３ 省令の公布等 

意見募集の結果を踏まえ、電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省

令（別紙２）を本日公布するとともに、電気通信事業法関係審査基準の一部を改正する訓令（別紙３）

を制定しました。 

 

４ 資料の入手方法 

資料については、総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課（総務省 10階）において閲覧に供

するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e-Gov]（https://www.e-gov.go.jp/）の「パブ

リック・コメント」欄に掲載します。 
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〇電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令（案）等に対する意見募集 

 URL：https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000971.html  

【連絡先】 

総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課 

担 当：廣瀬課長補佐、都築係長、田中官 

電 話：03-5253-5845 

E-mail：mobile-ac_b_atmark_ml.soumu.go.jp 

※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_

」と表示しております。送信の際には、「@」

に変更してください。 
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